
 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1617
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 障害児通所給付費の支給 

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第21条の5の3第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【根拠条文】 

第21条の5の3 市町村は、通所給付決定保護者が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決

定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指

定障害児通所支援事業者」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児通所支援

事業者等」と総称する。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたと

きは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第7項に規定する支給量の範

囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する

費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通所特定費

用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。 

2 障害児通所給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得

た額とする。 

(1) 同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援

に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定

した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額

を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額 

(2) 当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める

額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当

該相当する額) 

【基準】 

 根拠条文及び法第21条の5の7の規定による。 

第21条の5の7 市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身

の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の

利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支

給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。 

2 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所そ

の他厚生労働省令で定める機関(次項、第21条の5の10及び第21条の5の13第3項において「児

童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。 

3 児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支

給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことがで

きる。 

4 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令

で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の

保護者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障

害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。 

5 前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働

省令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害
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児支援利用計画案を提出することができる。 

6 市町村は、前2項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第1項の厚生労働省令

で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとす

る。 

7 市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚

生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以

下「支給量」という。)を定めなければならない。 

8 通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)

内に限り、その効力を有する。 

9 市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で

定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項

を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。 

10 指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところに

より、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受ける

ものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限り

でない。 

11 通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当

該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したとき

に限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支

払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付

費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護

者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。 

12 前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付

費の支給があつたものとみなす。 

13 市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第

21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第21条の5の19第2項の指定通所支

援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照

らして審査の上、支払うものとする。 

14 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができ

る。 

標準処理期間 30日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 
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ID: 1618
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 特例障害児通所給付費の支給 

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第21条の5の4第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【根拠条文】 

第21条の5の4 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省

令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援(第21

条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除

く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。 

(1) 通所給付決定保護者が、第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の

効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定通所支援を

受けたとき。 

(2) 通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第21条の5の19第1項の

都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の

事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満

たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支

援」という。)を受けたとき。 

(3) その他政令で定めるとき。 

2 都道府県が前項第2号の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項に

ついては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については

厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労

働省令で定める基準を参酌するものとする。 

(1) 基準該当通所支援に従事する従業者及びその員数 

(2) 基準該当通所支援の事業に係る居室の床面積その他基準該当通所支援の事業の設備

に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で

定めるもの 

(3) 基準該当通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの

適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして厚

生労働省令で定めるもの 

(4) 基準該当通所支援の事業に係る利用定員 

3 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所

支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護

者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当

該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た

額を基準として、市町村が定める。 

(1) 指定通所支援 前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の

額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えると

きは、当該現に指定通所支援に要した費用の額) 

(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費

用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(そ

の額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えると
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きは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額) 

【基準】 

 根拠条文及び法第21条の5の7の規定による。 

第21条の5の7 市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身

の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の

利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支

給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。 

2 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所そ

の他厚生労働省令で定める機関(次項、第21条の5の10及び第21条の5の13第3項において「児

童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。 

3 児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支

給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことがで

きる。 

4 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令

で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の

保護者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障

害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。 

5 前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働

省令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害

児支援利用計画案を提出することができる。 

6 市町村は、前2項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第1項の厚生労働省令

で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとす

る。 

7 市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚

生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以

下「支給量」という。)を定めなければならない。 

8 通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)

内に限り、その効力を有する。 

9 市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で

定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項

を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。 

10 指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところに

より、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受ける

ものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限り

でない。 

11 通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当

該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したとき

に限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支

払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付

費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護

者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。 

12 前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付

費の支給があつたものとみなす。 

13 市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第

21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第21条の5の19第2項の指定通所支
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援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照

らして審査の上、支払うものとする。 

14 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができ

る。 

標準処理期間 30日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 
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ID: 1619
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 通所給付決定の変更承認 

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第21条の5の8第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【根拠条文】 

第21条の5の8 通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援

の支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令

で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができ

る。 

2 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、

通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行う

ことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通

所受給者証の提出を求めるものとする。 

3 第21条の5の5第2項、第21条の5の6(第1項を除く。)及び前条(第1項を除く。)の規定は、前

項の通所給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替え

は、政令で定める。 

4 市町村は、第2項の通所給付決定の変更の決定を行つた場合には、通所受給者証に当該決定

に係る事項を記載し、これを返還するものとする。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 15日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 
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ID: 1621
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 高額障害児通所給付費の支給 

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第21条の5の12第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【根拠条文】 

第21条の5の12 市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計

額(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超

えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障

害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であ

るときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。 

2 前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児通

所給付費の支給に関し必要な事項は、指定通所支援に要する費用の負担の家計に与える影

響を考慮して、政令で定める。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 30日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1622
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給 

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第21条の5の13第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【根拠条文】 

第21条の5の13 市町村は、第21条の5の3第1項、第21条の5の4第1項又は前条第1項の規定にか

かわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」とい

う。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれが

あると認めるときは、当該通所者が満18歳に達した後においても、当該通所者からの申請に

より、当該通所者が満20歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き放

課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所

給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給するこ

とができる。ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第5条第7項に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限

りでない。 

2 前項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができるこ

ととされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第21条の5の3か

ら前条までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定

の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

3 市町村は、第1項の場合において必要があると認めるときは、児童相談所等の意見を聴くこ

とができる。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 30日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1623
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 肢体不自由児通所医療費の支給 

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第21条の5の29第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【根拠条文】 

第21条の5の29 市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内におい

て、指定障害児通所支援事業者等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。以下この

款において同じ。)から医療型児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢

体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に

対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給す

る。 

2 肢体不自由児通所医療費の額は、1月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く。)に

つき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給

付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定

める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控

除して得た額とする。 

3 通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者等から肢体不自由児通所医療を

受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援

事業者等に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通

所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決

定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。 

4 前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所

医療費の支給があつたものとみなす。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 30日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1624
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 障害児相談支援給付費の支給 

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第24条の26第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【根拠条文】 

第24条の26 市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第1項において「障害児相談

支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定

する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 

(1) 第21条の5の7第4項(第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定によ

り、障害児支援利用計画案の提出を求められた第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1

項の申請に係る障害児の保護者 市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以

下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項

において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る

給付決定等を受けたとき。 

(2) 通所給付決定保護者 指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支

援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。 

2 障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助

(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超

えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。 

3 障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受け

たときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支

払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当

該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対

象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。 

4 前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援

給付費の支給があつたものとみなす。 

5 市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、

第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害

児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限

る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 

6 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができ

る。 

7 前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者

の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 30日 

備考



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1625
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 特例障害児相談支援給付費の支給 

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法 第24条の27第1項 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【根拠条文】 

第24条の27 市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談

支援(第24条の31第1項の厚生労働省令で定める基準及び同条第2項の厚生労働省令で定め

る指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定め

るものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条に

おいて「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認める

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用につい

て、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。 

2 特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第2項の厚

生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談

支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の

額)を基準として、市町村が定める。 

3 前2項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労

働省令で定める。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 30日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1632
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 通所受給者証の再交付 

法 令 名

根 拠 条 項
児童福祉法施行規則 第18条の6第9項 

法 令 番 号 昭和23年厚生省令第11号 

【根拠条文】 

第18条の6  

9 市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失つた通所給付決定保護者から、通所給付決

定の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があつたときは、通所受給者証を交

付しなければならない。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 15日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 166
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 児童手当の受給資格、額の認定 

法 令 名

根 拠 条 項
児童手当法 第7条第1項及び第2項 

法 令 番 号 昭和46年法律第73号 

【根拠条文】 

 (認定) 

第7条 児童手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限

る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その

受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地(一般受給資

格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とす

る。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。 

2 児童手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給

資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手

当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該

各号に定める者の認定を受けなければならない。 

(1) 小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の

所在地の市町村長 

(2) 里親 当該里親の住所地の市町村長 

(3) 障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長 

【基準】 

 根拠条文、法第4条及び第5条の規定による。 

(支給要件) 

第4条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。 

(1) 次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと

生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、そ

の未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に

住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有す

るもの 

イ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。

以下この章及び附則第2条第2項において「中学校修了前の児童」という。) 

ロ 中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く。) 

(2) 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、

これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困

難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を

同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定す

る者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父

母指定者」という。) 

(3) 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支

給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するも

の 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

(4) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(以下「中学校修

了前の施設入所等児童」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者

若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児

入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、

更生施設、日常生活支援住居施設若しくは婦人保護施設(以下「障害児入所施設等」とい

う。)の設置者 

2 前項第1号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見

人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持

する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 

3 第1項第1号又は第2号の場合において、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちい

ずれか2以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする

ときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか当該

児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするもの

とみなす。 

4 前2項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは

母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当

該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは

母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該児童は、当

該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これ

と生計を同じくするものとみなす。 

第5条 児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、前条第1項第1号から第3号までのい

ずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の

所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び

扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに同項第1号から第3号

までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第1号から第3号までのいずれ

かに該当する者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政

令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、同項第1号に該当する者が未成年後

見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない。 

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 

標準処理期間 40日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 
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ID: 167
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 児童手当の額改定 

法 令 名

根 拠 条 項
児童手当法 第9条第1項及び第3項 

法 令 番 号 昭和46年法律第73号 

【根拠条文】 

 (児童手当の額の改定) 

第9条 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた

場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日

の属する月の翌月から行う。 

2 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。 

3 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合

における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 40日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 
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ID: 520
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 児童扶養手当の受給資格認定 

法 令 名

根 拠 条 項
児童扶養手当法 第6条第1項 

法 令 番 号 昭和36年法律第238号 

【根拠条文】 

 (認定) 

第6条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けよ

うとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなけれ

ばならない。 

2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当する

に至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとす

るときも、同項と同様とする。 

【基準】 

 根拠条文、法第4条及び第4条の2の規定による。 

 (支給要件) 

第4条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭

和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以

下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。 

(1) 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該

母 

イ 父母が婚姻を解消した児童 

ロ 父が死亡した児童 

ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童 

ニ 父の生死が明らかでない児童 

ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 

(2) 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと

生計を同じくする場合 当該父 

イ 父母が婚姻を解消した児童 

ロ 母が死亡した児童 

ハ 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童 

ニ 母の生死が明らかでない児童 

ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの 

(3) 第1号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イ

からホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合

であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、

その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当

する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を

除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを

除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母
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がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者 

2 前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第1号から

第4号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第2号、第

5号又は第6号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。 

(1) 日本国内に住所を有しないとき。 

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。 

(3) 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定め

る程度の障害の状態にあるときを除く。 

(4) 母の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除

く。)に養育されているとき。 

(5) 母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第1号ハに規定する政令で定め

る程度の障害の状態にあるときを除く。 

(6) 父の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除

く。)に養育されているとき。 

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当

にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有し

ないときは、支給しない。 

 (支給の調整) 

第4条の2 同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は

父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該

児童については、支給しない。 

2 同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該

養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。 

標準処理期間 40日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 
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ID: 1125
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 児童扶養手当の額改定 

法 令 名

根 拠 条 項
児童扶養手当法 第8条第1項及び第3項 

法 令 番 号 昭和36年法律第238号 

【根拠条文】 

 (手当の額の改定時期) 

第8条 手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手

当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月か

ら行う。 

2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。 

3 手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定

は、その減じた日の属する月の翌月から行う。 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

標準処理期間 40日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 
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ID: 1678
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 母子家庭自立支援給付金の支給 

法 令 名

根 拠 条 項
母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条 

法 令 番 号 昭和39年法律第129号 

【根拠条文】 

 (母子家庭自立支援給付金) 

第31条 都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び

就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養し

ているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)

を支給することができる。 

(1) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、厚生労働省令で定める教育訓練

を受け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する給付金(以下「母子家庭自立

支援教育訓練給付金」という。) 

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易

にするため必要な資格として厚生労働省令で定めるものを取得するため養成機関におい

て修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する給付金(以

下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。) 

(3) 前2号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの 

【基準】 

 根拠条文及び政令第27条から第29条までの規定による。 

(母子家庭自立支援教育訓練給付金) 

第27条 法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自

立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもので

あつて、前年(1月から7月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合

にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和

40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族で

ない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、

児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項の表の第2欄に定める額未満

であるもの(以下この項及び第3項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就

職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合

に、当該受給資格者に対し支給するものとする。 

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第3

条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。 

3 母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による教育訓練給付金(次号及び第3号にお

いて「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げ

る者を除く。) 当該受給資格者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費

用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超え

るときは、20万円) 
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(2) 教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(職業に必要な実践的かつ

専門的なものとして法第8条第1項に規定する都道府県知事等が指定する教育訓練(以下

この号及び次号において「指定教育訓練」という。)を受ける者に限る。) 当該受給資格

者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に

100分の60を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円) 

(3) 教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者 第1号(指定教育訓練を受

ける者であるときは、前号)に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該

受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額 

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援教育訓練給付金

の額として算定された額が1万2000円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金

は、支給しない。 

(母子家庭高等職業訓練促進給付金) 

第28条 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高

等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもので

あつて、前年(1月から7月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする

場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族

及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したもの

の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表の第2欄に定める額未満

であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要

な資格を取得するため養成機関において1年以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支

給するものとする。 

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第3

条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。 

3 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1) 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促

進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該母子家庭高等職業

訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法

律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法

第328条の規定によつて課する所得割を除く。次条第4項第1号において同じ。)が課されな

い者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された

者及び法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に

当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日

において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第4項第1号において同じ。)

月額10万円(第1項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、

月額14万円) 

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(第1項の養成機関における課程の修了まで

の期間の最後の12月については、月額11万500円) 

4 母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第1項の養成機関において

修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とす

る。 

 (母子家庭高等職業訓練修了支援給付金) 

第29条 法第31条第3号に規定する政令で定める給付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給

付金とする。 

2 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(第4項におい

て「受給資格者」という。)に対し支給するものとする。 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

(1) 前条第1項の養成機関において1年以上の課程を修了した者(次号及び第3号において

「養成課程修了者」という。)であつて、当該養成機関における修業を開始した日(次号に

おいて「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(第3号及び

第4項第1号において「修了日」という。)において、配偶者のない女子で現に児童を扶養

しているもの 

(2) 養成課程修了者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月

までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の

扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修業開始日の属する年の前年の12

月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条

の4第2項の表の第2欄に定める額未満であるもの 

(3) 養成課程修了者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場

合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族

及びその者の扶養親族でない児童でその者が修了日の属する年の前年の12月31日におい

て生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の表

の第2欄に定める額未満であるもの 

3 前項第2号及び第3号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第2項

の規定を準用する。 

4 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了

日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市

町村民税が課されない者 5万円 

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5000円 

標準処理期間 40日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 
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ID: 1681
担当部署: こども・健康部 子育て政策課 

処分の概要 父子家庭自立支援給付金の支給 

法 令 名

根 拠 条 項
母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条の10において準用する第31条 

法 令 番 号 昭和39年法律第129号 

【根拠条文】 

 (母子家庭自立支援給付金) 

第31条 都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び

就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養し

ているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)

を支給することができる。 

(1) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、厚生労働省令で定める教育訓練

を受け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する給付金(以下「母子家庭自立

支援教育訓練給付金」という。) 

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易

にするため必要な資格として厚生労働省令で定めるものを取得するため養成機関におい

て修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する給付金(以

下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。) 

(3) 前2号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの 

【基準】 

 根拠条文及び法第31条の10の規定による。  

 (父子家庭自立支援給付金) 

第31条の10 第31条から第31条の4までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養してい

るものについて準用する。この場合において、第31条中「母子家庭自立支援給付金」とある

のは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第1号中「母子家庭自立支援教育訓練給付金」と

あるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金」と、同条第2号中「母子家庭高等職業訓練促

進給付金」とあるのは「父子家庭高等職業訓練促進給付金」と、第31条の2中「母子家庭自

立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、第31条の3及び第31条の4中「母

子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家

庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金」と読み替えるものとす

る。 

標準処理期間 40日 

備考

設 定 年 月 日 平成 28 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日 


